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現時点における真珠養殖業の

問題点と基本対策の方向

三重大学助教授

農博浦城晋

はしがき

哀珠市況は昨年度において漸く多少の回復をみ、さらに本年度に至ってかな

りの回復をみた。価格変動を指標として掌握された「景気変動」は回復期に向

かっているようにみえる。この回復が本物であるのか、あるいは昭和44年度に

みられたような単なる一時的小康にすきごずさらに3番底への陥ち込みがありそ

うなのか、この点がまず問題になろう。

次いで真珠産業が昭和40年代に入ってから逢着した難局は「市場における需

給関係」の破綻だけではない。①養殖環境悪化と歩留り低下、②母貝・核等

原料の調達難、@賃銀や生活費の騰貴のもたらす経営圧迫。いってみれば「環

境破壊ーコスト危機」ライシの閤難がある。むしろこのライシの困難のほうが

先行して出現していた。昭和40年前後における業界の中心課題はこの点にあっ

た。しかるに「最気悪化一価格崩壊」ライシの困難がその後突如として現われ、

価格不振に振り廻されて「環境破壊ーコスト危機」の問題はく経営者には充分

に自覚されていながらも〉取組むことがなおざりにされていた。この問題を現

時点で、みなおす必要があるだろう。

上記は問題点である。最後にこのような問題にもとずいて今後の真珠養殖業

のための基本対策が示されなければならないであろう。対策に関連して政府の

真珠審議会は昭和47年 1月から 6月へかけて専門委員会をつくりこれを検討さ

せた。三重県庁においても一歩さきがけて同様のことを行った。筆者もこの二

つの機関に委員として参画した。その意味で私は「基本対策に関する二つの意

見書jに責任を負うものである。そこで今度は私個人の意見を本報のなかで述

べてみたいと思ラ。

昭和 48年 4月 浦城晋
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I 景気回復は本物か

昭和44年度産原珠の市況が小康をえたのは加工業者が「比較的よく買った」

からである。彼等の買い思惑には、日本経済の急成長を背景とした国内販売の

好調 一万国博への期待もあった一一ーと外国からの買付ぬけも!日平1141年後半以降

の減少のあとをろけて在庫品ストックの枯渇にもとずく回復がなされるであろラ

とする期待が働いていたと思われる。実珠の価格形成には「価格変動の波」に

おける「天井と底」の認識が重要な役割を果たし、下降過程では在障の処分(

補填分以下の投資)としヴ作用力が加わって不況を増幅させ、ヒ昇過程では在

障の増加(補j点分以との投資)といラ作用力が加わって好況を増幅させる伺向

がある。そして昭和44年末仁はこのあたりが「底」なのではないかと読むもの

が多かった。

しかるに1:記のような思惑は完全に外れた。 1:記の仕入れた珠が出廻る時期

になって一一昭和45年 1-3月以降 、月別輸出実績がどん底とみられた前

年との対比において更に一層の低下をはじめたのである。国内販売は堅調であ

ったが、主要な仕向先である l愉出のなだれ的落ち込みと価格の下落は業界の志

気を荒廃させた。養殖家は昭キ142年度・ 43年度の打撃安回復しえないままに45

年度の打撃をうけ、倒産廃業、あるいは生産の縮少が至るところで行なわれた。

加工~卸売業者も多数整理さわしたが、残された業者も国内販売や小売りでよう

やく営業を続けているという様相であった。この落ち込みの主原因は 4つあっ

た。①欧米における禁気の動向と真珠の不況からの脱却との歯車がうまくかみ

合わなかったこと、②婁珠の販路面における「日太の業界の消極性」と業界内

部の「市場秩序の混乱」、@低価格=低品質品の比重をますことによる対忠が

翼珠製品のイメイジを引下げたこと、④消費地の卸・小売業者の在庫がなお予

想以上にあり、我国内でも全翼連調整保管珠をはじめ相当量の在庫がのこされ

ていたこと。

このように昭和45年にはもはや「応急的対症療法」では真珠産業全体が救え

ない段階に突入した。全部の養殖業者を立直らせる手段などはなかった。国・

関係府県・各種金融機関はもちろん、 「全真連一実珠漁協」や愛媛・三重県な

どの「漁連ー漁協Jなど協同組合は局面打開の対策に腐心したが、結果的に有

効な対策をもつことはできなかった。とられた対策の事後的評価を簡単に行っ

ておこラ。

(1).調整保管 (bufferstock) 昭和42年度産の浜揚真珠を主にく先手をうつ
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て行なわれた)>7mm珠中心 5千貫につし、て行なわれた在庫政策は この不況

過程で行なわれた最大の対策で、あったが、不況の長期化と深化に逢荒して逆に

大変な重荷となった。市況が豆、化していっているのに、すでに支払われた仮払

金には金利が寓ねあげられして、 「処分の見通しのたたない高価な在庫」となっ

た。さらにこのよラな共同在障が大量にあるということ自身が生産側には「な

お大量の余剰の珠があるJという観測材料となって価格回復に不利な作用力に

なった。このため昭和45年には拠出者への返還さえ提案された。

(2)，真珠養殖等調整暫定措置法 冥珠が恐慌状態に突入してから、業者の不

況対策への訴えに対応して、 「政治過相」が純り上げた対策がこの法律の制定

であり、同法にもとずく真珠養嫡調整組合および連合会の結成、そしてこの調

繋組合によるカルテノレ行為の実行であった。制度はく公正取引委員会との折衝

を重ねたうえ〉昭和44年に発足したが、主豆-努珠珠k不i況兄の規模が予想想、外に大きくまた

業者各白が勤揺して「イ伍個匝困!別的白r待術1日n志吉
によるカノルレテノルレ的イ価面格!防坊街の実は伊何I等あげることがでで、きずず‘、調整組合は有名無

実的な存在となった。しかし制度が目指した目的「減産」は先述したように「

余儀なくされた生産縮少」として結果的には目的を達した。

実珠養殖等調整暫定措置法によって設立された調整組合および連合会は不況

のためのカルテノレ行為ができると同時に「生産過程を密殖改善によって合理化

するJことを指導すべき団体でもあった。惜置法にもとずいて、農林大臣は筏

浮設過密海域でく哀珠または~珠貝の品質が著しく低下しまたは低下するおそ

れのある場合において「真珠の戸イ屈を保持Jするため〉筏浮設数の適正な限度

を定め、これを告示する。調書主組合がその実現を共同行為ではかるものであっ

たが、県知事もそのような密殖海域における区画漁業権の免許および免許の変

更にあたってはこの密殖改善計画を配慮するということが定められた。

(3)，系統団体(協同組合)による共版事業の弦化 共版事業は従前から行な

われていたQ 全翼連共販(1号品制度・ 2号品制度)がその主たるものであっ

たが、量的にも内容的に不充分であった。すなわち系統外流通量が大部分で‘あ

ったうえ、共販部分も養殖家の組合に対する「販売の委託Jが不完全な 2-'デ品

扱いが主体であって、純然たる委託共販である 1号-品扱いで流通される部分は

ごく一部にすぎなかった。まず総流通量の約4分の 1のみが1号・ 2号の全冥

連共販にのせられていたにすぎず、そのろちで 1号品はさらに40分の 1にすま

なかった。 2号品では40%が入札会にかけられたが、底値保障がなくそのかわ

りいわゆる「引き」を認めた形態のもので、組合は「オークνヨシの場を提供

して開放型の取引を実現する」という点を除けば他の 2号品扱い分 (60%)で
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ある「示談取引」とかわりながかった。示談共販は全真連の手形割引が便利だ

というだけで、生産者の価格形成を強含ネとするため多少役立つていたとはい

うものの、協同組合販売事業としては不完全な形態であった。

大約このような状態を恐慌の襲来を械とし抜本的に改善しく協同組合共販に

ふさわしい〉充実した共販を行なラことが農林中央金!市から示唆され、業界の

一部でも唱導された。行政庁も集荷資金4 に対ーする不IJ子補給でこれを援助しょラ

とした。 I価格形成に有意な影響一ーできれば主導権 を得ることができる

も/エアの一元集荷、および販売戦略を〈不況カノレテノレや調整保管とも関連して

〉駆使しよう」といラのがその理想であった。しかしこの試みは「現実の流通

過程の遅れと理想的共販と聞のあまりにも大きすぎるギャップ」のゆえに計画

倒れしとなった。 昭和43年度浜揚実珠について〈充分な根廻しのないままに〉行

なわれた「全量集荷運動Jにほとんど珠が集らなかった、といラ失敗が思しき

前例となった。昭和44年度浜揚宴珠についてもなお〈今度は事態の重大性の説

得のうえ〉試みられようとしたが、現実論と養殖家個々の個別的自己防衛の配

慮が先行してみるべき成果をあげえなかった。

(4).輸出水産業組合 哀珠の加工・輸出面におけるオーダーリイ・マーケツ

テイシグの設立のための措置としては、真珠加工業を登録制にし、輸出水産業

組合を翼珠についても設立するという措置が主たる対策であり、このための関

係法律の改正が行なわれた。輸水組は「輸出対象莫珠」につき①販売方法では

輸出組「委託販売」を広範に行なろ、②販売価格では「格付により輪水組が定

めた価格J以上で売られなければならないこととし困難なときは組合が引受け

る、といラ点に不況対策の意味があった。この制度は輸出・加工協同組合や輸

出組合の業務に上積みされ業界の一致結束のもとに強力に実施されれば、不況

対策として妙味のある成果をあげラる可能性をもつものであったが、現実には

全く開屈休業の統制組合をつくったにiとまった。加工・輸出業界の現実が「消

費地のパイヤーまたはその在日エーゼントに個別的に複雑な連繋関係が構築さ

れており微細な取引条件の差が経営成果を左右する状態」におかれている状況

下では当然の帰結であった。

(5). 金融及ひ組合の補強 莫珠恐慌の進行とともに行き詰ったのは養殖家と

真珠総合の「資金繰り」である。養殖家の〈それまでの〉急激な生産拡大の財

務的支持は借入金と母貝・資材の買付の約束手形による部分が大であった。そ

れが逆転して縮少再生産と負債の縮少をすすめていかなければならなかったの

であるが、このような縮少再生産の過程は拡大再生産の過程のようになめらか

にはいかない。金融機関の側からは信用調査・担保設定を強められ、手形買付
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も売手側から警戒された。のみならず事故が頻発したO 事実、真珠恐慌の経過

は収入不足が資金繰りを符さ詰まらせたのであるが、そのなかで貸付や延払に

対しても制限が強められると資金繰りの困難は加速化されざるをえない。この

ような関係からせめて系統組合資金の借入だけは確保することに全力が払われ、

農林中央金庫との聞に「減産計画分量相当分の貸付減程度に貸付の後退をおさ

える」ことに成功した。農林中金の資金は直接には各冥珠養殖潟、協に貸付られ、

組合はこの資金の転貸で組合員と結合し、その結合関係で浜揚真珠の相当分を

共販し、これら貸付事業と販売事業の手数料で組合の経営はなりたっていた。

貸付事業が崩れれば組合員とのつながりが稀簿となり、販売事業が行き詰り、

それは全真連の経営を崩壊させることを意味し、帰するところ全組合系統の破

綻を意味していたQ しかし農林中金の肩入で、様々な事故の発EE--一従って組

合にとっては不良債権や欠損金の発生 にもかかわらず、業界の財務的総破

綻はかろうじてまぬがれることができた。

一一一一一一一一ーー=-=二二==<=><こ二二>=>-ーで士=ーー一一一一一一一一

いずれにせよ「不況が一層の不況の原因となる」といラ忠循環を反転させ、

市況を回援させる「機」は当時はいまだ熟していなかった。すくなくとも「生

産数量の 3分の 1減J. I当面の過剰j珠の調整保管による棚上げ|でもって「

品薄基調Jをつくりだせばたちきれるといった「底の浅い思循環」ではなかっ

た。消費者需要の動揺や生産価格の積上げ、が貫けない流通機構、それに品質の

低落があって、不況からの脱却は余程の「新状況Jをつくりださなければでき

ない構造のもとにあった。その新状況は生産者側が「珠の絶対的不足状態、」を

創出するほどに生産を後退させるということのほかはなかった。

上記において「珠の絶対的不足状態」とは、①消費各国におけるスタグプレ

-i/ヨシによる中堅真珠購買層の所得圧迫、②精巧なイミテーνヨシ真珠や他

の格安の装身具の出現と普及なと、代替商品と競合、③冥珠の消費者需要を拡大

し価格を堅調に保っていくためには必らずしもふさわしくない流通機構、とい

った不利な経済環境のもとでも一一一いまだ根強くのこっている真珠に対する愛

好・噌好にささえられて なおかつ「価格の回復を買手側の競争によって期

待することができる」と見込まれるところまで生産を後退させた状態であるO

換言すれば生産者が生産した珠の販売において〈いかに拙劣であろラとも〉生

産費価値(生産価格)が実現できるほどに生産を緊縮させた状態である。どの

程度が絶対的不足状態であるかというと「一定レベル以上の品質をもった一翼珠

1万貫程度J-3Mるほどのすそ珠を見込んで養殖家が浜揚げ真珠として生産

する量としては1.5万貫程度一ーと見当がつけられた。
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いうまでもなく「絶対的不足状態への逃げ込みによって状態の好転をはかる」

といラ路線は大きな犠牲をともなう Q すでに事業体の多くは多額の負債をかか

えており、こういった負債は実は生産拡大基調のもとでこそ相対的軽減の見通

しがたてられるものであり、反対に減産を意識的に進めていく過程では相対的

に過重化せざるをえない。それは個別経営体としては破滅に連なりかねない。

実際昭和42年以降近年までの冥珠恐慌の経過のなかで、は「余儀なくされた生産

縮少J (forced contruction)ともいうべき現象がすすんだQ 売どが足らない

→次年度の作業のための仕込み経費が足らない→資本を喰い演す形態で縮少再

生産が行なわれる→好況期の借金は縮少に対応して返済されないから相対応]に

債務過大となる、といった因果序列の展開である。そうしてどうにも「資金繰

り」がつかない状態にまで立ち至つ または倒産していくものが多かった

のである。現在のこっているのはもともと借入念もすくなく、経営コストも低

く、それ故にこの]誌のような不況&耐えぬいた経営群であるが、彼等の手傷も

決して軽いわけではなかった。

あまりにも大きな犠牲のうえに「余儀なくされた生康縮少」が 5年間も続い

て、よラゃく昭和46年度産浜揚真珠1.5万貫に引続いて昭和47年度産浜揚真珠1

0万買弱とし、う〈所期の〉レベノLにまで至った。大量にいまだ存在している流

通在庫を考慮すれば、 「絶対的不足状態」に至ったとはいえない。しかしこの

レベルで市況下降は漸ゃく停止し、逆に急騰する様相をみせはじめた。次年度

(昭和48年度)以降のー層の減産が買込まれ、それは本年度の施術数量からも、

そして次年度の施術のための母貝の不足、さらに稚貝採fZの不振化からも確実

視されるようになった。かくして次年度以降の一層の減産の見通しのラえにた

って、カ[1工卸売業者の聞に「買い意欲」がでてまたQ 昭和47年度産原珠の好市

況は将来の現;(:E以上の品不足の展望のもとに行なわれた「思惑買い」であった

と考えられる。このよろにして真珠市況は昭和47年に入ってから久しぶりに積

，~!E的な好転をはじめた。

昭和47年度の輸出についてみると数量では前年とほぼ等しいが、金額では28

%の増大をみている。縮減さわした生産量に併せて在時をはたきだしながら輸出

が行なわれたが、その過程に前記の事情が作用して、価格聞で28%の好転をも

たらしたのである。価格の好転はすでに示唆した「生産がすでに絶対的不足状

態の段階に立ち至った」からではないο 昭和46年度にはいまだ1.5万貰の生産

があり、 J なお前年からの繰越在庫品が加わるため、供給総量は2.0-2.5万貫(

輸出だけで1.7万貫)があった。この数量はいまだ一一今日的諸条件のもとで

は一一一供給過剰とはいえないまでも「不足が痛切に感じられる」水準ではない。
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、乙の状態で、輸出価格の改善と国内在庫ーの相当量の減少があったが、それは多分

に「将米の不足の展望」にもとずくものであったとみるべきである。次いで昭

和47年度(未)における真珠生産量は1.0万貫前後とみられ前年よりも著減し

ている一この減少が前記の先行した輸出市況の好転と連動して約70%の浜揚珠

市況の回復をもたらしたとみてよい。ここに至って「不足が痛切に感じられる」

という水準にまで達するに至った。加工・流通過程に在Ttfiがいまだ多かろろが

流通場裡の品不足が将来の展望においてはっきりと感じられ、加工業者の「貿

い思惑」がfv翻したのである。

このようにみていくと昭和4311二度の:一番底Jに引続き昭和45年度の「二二番底

」を経過したのち、明示ーJ46年→47年の過程における市況の回復は〈すくなくと

も客観化された事態に裏付けられた〉本格的な市況の回復ではない。①消費地

各国の顧客の経済状態、は必らずしもよくない。U.S.Aは輸入超過に悩んでおり、

ヨーロツパでも貿易事情のよいのは西ドイツほか少数である。イシドの経済状

態もよくない。②円平価の切上げが二度行なわれ、再三行なわれざるをえない

状態にあるが、為替レートのこの方向での変更及び変更の可能性は、輸出産業

にとって不利である。③販売・流通過程における「日本の生産者からみれば病

患または宿あともいラベき生産価格を貫けないような流通構造」には変りがな

く、かえって悪くなっている。④低価格ニ底品質という対応ですすめられてい

る真珠製品に対するイメイジ・ダワシは改善の方向をとっていない。むしろ低

品質品がよく出て結果的には真珠の信用を落している。このような①~④の憂

慮すべき事態はのこされている。だから手放しの楽観は勿論許されない。ただ

在!粛を合すれば「絶対不足状態Jには達していないとしても、生産の縮減はす

でに「将来の不足の展望Jに客観的な根拠を与へるのに充分なところまで進行

しており市況の回復を実現させているのだ、とみるべきである。

かくして紫気回復は本物か?といろ問題にはなお慎重な考慮を必要とする Q

しかし「なだれ的な減産基調J はあと 1~2 年は続行することは確実であれ

その聞に在庫も枯渇し、それゆえに「絶対的不足状態」は速からぬ将来に確実

に達成されるとみてよい。だからなお今後も多少の迂余曲折があるかもしれな

いが、もはや不況の峠はこえ、「三番底はない」とみてさしっかえがないであ

ろう Q しかしそのためには一つの条件があるO それは消費者一一それは業界に

とって最終の帝王である一一ーの冥珠に対する晴好を失わしめない状況の創出で

ある。いくら減産しても品質を落していったのでは「代替商品との競合問題」

もあることであり、価値法則(生産価格の実現〉が市場で展開できるため必要

な「使用価値J(効用)を具備することができない。今日もっとも重要な海外
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需要先はドイツやフランスなどヨーロツパ諸国であるが、これらの国の消費者

の冥珠製品のイメイジは ジェトロ職員の調査によれば 品質的にいって

「宝石または貴石類に属するものでなければならず、かっその価格は100-200

ドル程度のレベノレでなければならない」というまびしいものである。価格につ

いては円平価の再切とげなど不利な条件がどう動くかによってどの程度の打撃

をうけるかが問題であるが、 「公正な価格に対する公正な品質J(fair quality 

for fair pric) という要求を生産者側がみたしていれば一時的にはなお混乱を

将米の含みとしながらも次のことがいえるであろう。 I外屈の事情はなおきび

しいものがあるけれども景気回復は本物だ」と。

E コスト危機はどうなったか

「環境破壊ーコスト危機」ラインの業界の危機を昭和40年代初頭にたちもど

って整理すれば次の通りであった。

(a) 漁場狭隆化と養殖環境の破懐

このなかには③現行漁場制度のi波綻、そこまでいかなくとも矛盾のいっそラ

の激化、漁業権運用をめぐる紛争の頻発、イシブオーマノレな漁場料の圧迫など、

@密殖漁場・老朽化漁場海域の拡散、それにともなろ品質低下・養嫡貝の脆弱

化による高奨死率・事故の頻発、。ポリキーター・セノレカリアなど、寄生虫の

7K界内の蔓延、それにともなう賂死事故の頻発、@外側からの海水汚染などが

含まれる Q

(b) 労務費の重圧と労働調達難

外側からの労働力需要競争、内側からの「斯業成長にともなう」労働力獲得

競争、生活費の急騰などを因子とする賃金レベノレのヒ昇、この賃金率の騰貴を

労働生産性《の上昇によってよく吸収しえない。かくして他産業に対比して「低

賃金の高労務費率」に陥る。

(c) 原材料(母貝・核)調達環境の悪化

需要超過による価格的圧迫のほか、母貝については陸貝不良化(→はね貝率

の高まり) ・重量指向型(←サイズ・アップによる大貝への需要)の母貝養殖

がもたらした母貝の脆弱化(←稚貝時の抑制を欠くため不良環境に弱し、)など

があり、核については核原料資源の枯渇が問題になる。

上記の各項がその後不況過程を経てどのように相様を展開させたか。

全国の養殖可能海域は最盛期においてもいまだ充分に広く豊富で、あった。三

重県下の養殖海域および大分県・愛媛県・高知県下の一部の養殖海域では「密

殖漁場J. I老朽化漁場」の問題が深刻化して「巻き」の低下が憂慮されてい
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た。その意味でこれらの海域では漁場の狭臨化が著しかった。しかし九州東支

那海沿岸や瀬戸内海に、あるいは愛媛県豊後水道筋にも相当の未開発な養殖適

海域がのとされていた。これらの海域で大業者が手広く漁場を支配し、その漁

場は粗放に利用されているという点で前記密殖海域と好対照をなしていた。前

者では漁民各層に漁場をよく解放し、多くの自営富漁家層を設定した点ですぐ

れていたが、漁場の狭院化と密殖のゆえに品質不良の真珠が多くまた等品質の

莫珠を生産するには生産費が割高であるという点で劣っていた。後者の問題は

その裏返しであった。このような地理的二重構造のゆえに「漁場の閣の貸借」

「あづかり貝経営」など漁業法の立法趣旨とは矛盾するような現象、養殖漁

場(区画漁業権)を内部に包含する共同漁業権漁場の保持者である地区漁協と

翼珠養殖業者との対立、等々の問題が山積していた。

現在の「漁場狭臨性の問題」はどうなっているであろラか。不況の進行は養

殖数量を大幅に一一2.5分の1にまで一一切下げたのであるから、その意味では

漁場の狭随性を緩和したといえる。実際従来密殖海域といわれていたー画でも

〈調整組合が密殖改善の共同行為を敢えて行なう必要がないほどに〉養殖数量

を疎ならしめた。もっとも筏浮設では漁業権確保の関係もあって空筏が浮設放

置されたままになっている場合がかなりあり、漁業権放棄はほとんど行なわれ

ていない。また不況の影響は従来〈漁場を豊富にもっていたところの〉比較的

規模の大きな業者において相対的に苛烈であり、彼等の生産において倒産・廃

業あるいは減産が著しく、密殖1iif域でひしめきあっていた零細・小規模な業者

は相対的によくもちこたえる場合が多かったQ この意味では減産のもたらした

「漁場狭陸性の緩和」といっても「歪んだ緩和Jであったことを見落すべきで

はないであろう。しかしそれにもかかわらず長期間の不況が漁場狭隆性を大幅

に緩和したことはたしかであろラ。

一面において上記のことがいえると同時にこの間逆に漁場の狭臨性を高める

ような領向もでてきている O 第ーは漁場不適海域の増大である Q 例えば三重県

の伊勢湾口部(鳥羽・的矢方面)は従前全国第一等の仕上漁場であったが、今

日ここへ貝を置きにくる者はない。瀬戸内海の島々の周辺は従来もっとも広大

な仕上げ漁場であったが、今日ではあまり利用されていない。いずれも養殖成

績が悪かったりコストがかかりすぎたりするためである。水質汚染(過度の富

栄養、有害物質の混入等)がその原因となっている部分もあろラし、仕上のた

め持ってこられる貝の哀弱度が大であって体内エネルギーの消耗の激しい「化

粧巻漁場」では弊死がとりわけ大となることがその原因となっている部分もあ

るであろう。貝の衰弱に原因があるような場合には、後述するように、技術体
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系の改善によって将来再び使用でまる漁場となる可能性はないわけではない。

しかし昭和40・41年頃においては使えた漁場であって、現在では一一当時以来

の技術体系によっているかぎり 使用できなくなっている漁場の割合は多く

なっている。

第二は真珠および母貝養殖の不況に即して他の用途がその漁場を奮ってしま

う傾向である。冥珠養殖漁場の利用は一一現行制度のもとでは その時々の

事情に即して任意に変更できる建胡にはなっていないQ 真珠(または翼珠貝)

養殖匹画漁業権の免許をろけた区画海面は次の免許の切替までは莫珠(または

真珠貝)養殖漁業にのみ使用することがさ「されている。しかし共同漁業権漁業

のためには真珠(または真珠貝)養捕の悶害にならないかぎり利用することが

できる。さらに翼珠の区画漁場に接してはまち養殖・のり養嫡等の区画漁場が

設けられ、はまち養殖やのり養嫡が自己の漁場を一杯に利用し、さらに真珠(

または真珠貝)養殖漁場にまで侵入していく、といったケースが各地でおこっ

ている。とくにはまち養殖がこのよラな形態で導入されるとき「公害的影響」

のおよiまされることが多く、このため真珠養殖や母貝養殖はその海域から全面

的に排除されてしまうことがある。また真珠養殖漁場のなかでひおうぎ貝やか

きなどの養殖が行なわれ、これが黙認されている場合もある。このよラに他の

もっと利益のある漁業によって漁喝を奪われていく傾向は不況下にかなり進ん

だQ このほか沿岸の工業化が、そして現立等のため地先海面の漁業権の買上げ

が、養殖漁業の漁場を奪ラケースも起っている。工業が立地され集積がはじま

ると、影響は漁業権放棄をなした海域にとどまらず他の養殖漁場にまでおよび

もって漁場不通海域に編入されるといラ過程もある。

密殖緩和が漁場環境の良化に単純に連結したわけでもなかった。依然として

高奨死率と薄巻きが改まらない。高艶死率と薄巻きが「生産費を高からしめて

いる」ことは諭をまたない。そしてこれらの「歩留り低下」の原因として最初

に気付かれた主要因が密殖であり、漁場の老朽化であり、その認識が誤ってい

たわけでもなかった。ただ漁場が拡がり長年月使用しているうちに様々の要因

が加わってき、海況異常ともからみあって、複雑な構造をもつに至った。今日

的視野でみた歩留り低下をきたす環境条件としては関政夫博士によって次のよ

ラに与えられている。

基礎的には貝の体内のエネノレギー消費と餌料物質の量の聞の平衡失調をもた

らすような状況の発生、①水温の異常、②餌料の不足、③餌料補食の困難、@

体内エネルギー消費の過大が貝の衰弱をまねく条件となる。 1水温の異常Jに
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ついていえば冬期の越冬後半期ーーとくに 3月上・中句を中心に一一積算水温

が低いことが近年の特徴となっている。この低水温は冬期の栄養消耗を多から

しめる。秋から春へかけて蓄積されたグリコーグンが産卵のため用いられるが

蓄積量が低水温でソトとなっているため「産卵がすくない」。 さらにその後も残

りの少ない栄養蓄積量で夏の高水温時を乗りきらざるをえず、貝は一層の衰弱

に追いこまれる。[餌料の不足」は餌料増殖の阻害がおこる場合と餌料の消耗が

激しい場合に発生する。陸地からの栄養塩流入の増加は一一有害物質の浪人を

も含めてー贈嫡促進的にも増嫡阻害的にも働らく。密殖は次の機構で飼料物

質の減少をもたらす。すなわち貝の糞塊となって栄養物質が落下する速度が大

となり、底ではその分解待出が酸素欠之・底生生物の死i戒を媒介としておさえ

られ、もって上層の栄養が不足する。 I餌料捕食の困難」は餌料物質の粗大化

消化されにくいプラシクトシの種類の増加、ふじっぼ・むらささ貝類等の付若

等があげられる。 I体内エネノレギー消費の過大」については異常な高水温・低

水温および貝掃除・輸送・施術等の人為的刺戟が消費の増加をもたらす。移殖

による水温や比重の変化もそうである。

以上の状況が絡み合って貝は衰弱する。それは漁場の利用形態とも関連し、

養殖漁場が栄養の豊富な湾奥だけに止まらず、湾口部の養殖量が増加してくる

と湾奥の餌料不足がおこる。餌料は湾奥で発生し流出し湾口部に蓄積され、再

び潮流で、湾奥部へ供給されるのであるが、湾口部で餌料が多く消費されると餌

料に乏しい水が湾奥部に流れ込むことになる。それが高水温・低水温時に行な

われるとそれ自身哀弱の原因となる Q 流れしのはやい湾口部や水道部では貝の酸

素消費量が多く、澄潮のような状態となりこのような場合にはとりわけ哀弱が

激しい。 I巻き」に村、体内の代謝活動が大な状態がよく、それ故湾口部や水道

部へ沖出しが試みられしたり、員の収容器にも潮通しのよいものが工夫されたり

してきたのであるが、それが一層の哀弱の原因になったりする。

以上のような衰弱は楽死率を高め、巻きを悪くする基礎的な原因である。衰

弱が強度に働けばそれ自身奨死の原因となるし、衰弱しているところへ害敵に

なる水産動物の捕食ーやポリキーターによる貝殻の穿孔等があると務死がおこり

やすい。とくにポリキーターについては密殖によって鵡殖の基盤が与えられ、

さらにゴーノレターノレ染金網寵から化繊寵に変化したことが寄生を容易にし、さ

らに殻のうすい貝がふえたことが絡んでもっとも大ぎな持死の原因となってい

る。哀弱による貝殻分泌力の低下とポリキーターの穿孔の連動である。このほ

かいわゆる公害およびはまち養殖との関係も奨死三容に影響をもっとみられてい

るが生理的機序は明らかにされていない。
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以上関博士の問題整盟は今日の哀珠(只)養殖の生物学的立場からみた研究

の水準を示していると思われる。筆者のよラなエゴノミストにはこれを率直に

吸収して経済問題に連動させるほかはないが、経済的には次のような事態が問

題である。

今日の真珠貝の飼育管理はもはや「飼育方法の改善」・「密殖緩和J' 1濃
塩水処理U ' 1老朽化漁場の耕転」・ li出寒漁場や仕j晶漁場の選定J' 1母貝

の選びかた」・「仕立法J' 1挿核の方法J'1挿核の時期とその後の養殖期間」

等々をそれぞれ分離的にあるいは単独に考慮して体系づけられる性質のもので

はないということである。しからばどういう養殖技術の体系でなければならな

いか、というと「時間的には稚貝から珠のとりだしまでの全過程をそして空間

的には相互に影響をおよぼしあラ海域の全体Jを考慮に入れた生態系が管理の

対象になり、そのなかで前記の様々な個々の技術問題が有機的関連をもって解

かれなければならない、ということである。しかもそれはケース・パイ・ケー

スで諸般の事情にふさわしく解かれなければならない問題であり、さらにその

年々の海況の事情に適切に対応してとかれなければならない問題でもある。

そして一層闘ったことにはばらばらな個別技術についてならば一般化さわした

法則性らしきものが一応確認されていても、それらが結合された養殖技術の体

系については「どのような場合にどのよラな結果をもたらすか」に関し殆んど

研究がすすんでいないのが現状だということである。養殖技術の現在の体系が

固められた昭和30年代の段階では「それで現実に大過なくやっていける」とい

う事実によって ~í個々技術の生態系的な有機的関連性」に関する無智があっ

ても〉それでよかった。それが永年の飼育・密殖・漁場の利用範囲の拡大・ポ

リキーター・海況異常・不況下の管w不充分等々を経験してパランスが崩れ、

「それでは現実に大過なくやっていけない」とし、うことになった。新しい試行

錯誤によって〈養殖家が個々にそして集団的に研究しながら~ 1それで現実に

大過なくやっていける」といラ状態を創出しなければならないところにもっと

も大きな問題がある。

もつもと現状の高疑死に対する多少のヒシト的な対応策がないわけではない。

母貝の衰弱や緊死に対する関博士の所論からも窺われるとおり「水温・餌料の

実状に対する飼育技術の適応が適正化されればかなりの程度に改善をはかりラ

るのではないか」ということが示唆されている。真殊貝は環境に対する適応性

の大きな動物であるから不良環境には「抑制の手段」をこうじることによって

「環境と生活代謝のパラ γス」を適当にし貝の活力を保持するという方法であ

る。発想、はかきの飼育技術に由来している。そして例えば昭和46年 7月から47
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年末へかけて行なわれた三重県水産試験場の浜島地先における飼育試験では良

好な成績がえられた。すなわち母貝の抑制 (3年貝の丸かごによる深づり)を

充分にし、 6月の挿核後も栄養の良い漁場で、充分に養生をさせ、 9月下匂に沖

出して小珠は当年もので採取、中珠は次年度に繰越した。その結果中・小のほ

貝を使用した小珠分については15.7%の搾死4-Sで巻きについても商品実珠が78

%あった。大きな母貝を使用した越年貝の分でも年末までの緊死率は10.7%で

あった。この成精子は経営経済的に充分に採算を保証する「歩留り」であるO わ

ずか 1例にすぎないが一つの若眠点を示すものであろ。

ゴスト危機をもたらしている費用側の要因はすでに示したように労働調達コ

ストとほ貝入手ゴストの騰貴であろるO

真珠養殖と母貝養殖は昭和30年代いまだ陸の孤島的辺地のイ立地にあった漁村

の低廉な労働力の動員のとに築かれた産業で、あったO 例えば日額400円とか600

円とかいった低賃銀の「日給・月給制」が昭和40年頃でさえ支配的であった。

日本経済の高度成民がいわゆる「完全雇傭」状態を実現していく過程のなかで

もっともあとまで潜在失業的過剰人口がのこされた日本列島上の一面に哀珠養

殖と母貝養殖の立地があった、という特殊事情が考麗されなければならない。

不況前夜の生産価格(生産費十適当な利潤)の水準は〈品質にもよりけりでは

あったが';'>3~4 閥解600-700円、 4~5~6棚500~600円、 6 ~ 7 m1n600~1， 0 

00円、 7~8 捌1，000-1， 500円、 8 摺間以と2.000~3.000円一一いづれも商品冥

珠 1匁あたりーーであったが、これは一[-記のような低賃銀に即してもたれた生

産価格の水準であった。

しかしながらこの数か年の間に労働事情が変化した。高度成長一完全雇傭の

波及が日本列島のすみずみにまで影響をおよほしはじめた。辺地人口の流出は

「過疎現象」をさえも至るところでひさおこした。また電気製品の組立工場と

か食料品工場とかいった中小工業が盛に辺地漁村にも立地されるようになった。

!労働力の流出は「若い人Jから壮年男子の労働力におよび流入してきた中小工

業は残っている婦人の労働力を雇傭した。そのとに観光開発や道路その他の公

共事業投資がある。このようにして昭和40年代の経過は従来の「障の孤島的辺

地」の労働需給関係を変えた。それは現地における賃銀水準を高めーそれで

もなお低賃銀ではあるが一一一、そして同時に生活水準(労働力の再生産費)を

高めた。養殖家がこの影響からまぬがれるわけにはいかない。従業員を探しだ

すこと自体が容易でないラえ、必要な時期だけ日給・月給制で雇傭するといろ

形態は採用しがたくなり、日額賃銀も最低1， 500円程度は出さなければ他産業

と競争することが困難となった。
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不況前夜における生産価格の水準を前記したが、そのなかで労働費の占める

割合は20-40%であった。この労働費が 2-3倍に騰貴したのであるから、そ

の部分だけ生産価格は騰貴したということになるO 家族労働で経営が行なわれ

ている場合も生活費が高くなるのであるから向じことである。他産業の場合で

も労働費の騰貴はもっとも有力な経営圧迫要因である。このため「生産性の向

とによる労働単価の騰貴分の吸収」が努力され、労動を資本財でおきかえるこ

とが試みられている。しかし真珠養殖や母貝養殖では一連の作業を機械や他の

装置でおきかえることは国難である。主要な作業である挿核・貝掃除・仕立など

の作業はただ人間の熟練度のみが能率を向一1:させる。昭和30年代には使用資材

の変化主?とおしてかなりの省力化があったが、 40年代に入ってからはみるべき

省力化技術の開発はなかったといってよい。不況下に経費を〈無理矢理に節約

するためj>I手抜き」が行なわれた傾向があるが、これは別の問題であるQ 底

珠・小珠を中珠・大珠に替えていくことは「一定の附加価値をうるため必要な

労働の量」を少なくするという意味で省力化対策でもあった。雇傭労動に依存

する中・大規模の経営が中珠・大珠を目指したのり、労働事情に一つの根拠をも

っていたのである。しかし不況はこの中珠・大珠においてとりわけ激しかった

のであるから無定見な珠のサイズ7・アップは危機の解決策にはならなかった。

労働費の騰賓とともに母貝の調達難が深刻jとなった。母貝養殖は不況の影響

をその初期においてもっとも激しくうけた。文字通り「二束三文」に貿いたた

かれた。その後昭和43年・ 44年を経過して、母貝養殖漁村では方向の転換をは

かるものが続出してきた。母貝の価格は不況以却にも不安定で3-4年周期の

循環運動を繰り返し、貫建2，000円程度一一100かかり程度の大きさのもの

平均の価格が1， 000円から3，000円までの安値と高値をもつことがあった。しか

し昭和42年の後半から43年の暴落はすざまじく 200円とか300円とかの価格が生

じた。この価格がほ貝生産者を怒らせた。さらにその後も真珠不況が長期化ず

る見通しが確かなものとなるにおよんで母貝養織からの転換が真剣に試みられ

るにおよんだ。ほ貝養殖の場合、漁協が区画漁業権をえて管理規則をもち総合

員に〈他の様々な、沿岸漁業と並列して〉行使させる場合が多かったから、母貝

養殖はあくまで沿岸漁業のなかの〈有利ならば行なわれるべき〉選択的漁業の

一つでしかなかった。

母貝養殖に代替的な漁業としてはまち養殖とのり養殖があった。すでに述べ

たよろにこのような代替養殖漁業への転換が一正規の手続を経てあるいはイ

シフォーマノレに一一一現実に行なわれた。ただしのり養殖にあっては母貝養殖地

帯ではくろのりは不適な場合が多く行なうとすればあおのりであって、これは

一一 14一一



くろのりのように浮ひび 1枚あたりの収益がなく、また{母貝養殖地帯;に多いリ

アス式の岸深の沿海では適当な海面が少ない。それゆえ母貝養殖が沿岸漁民の

生計のため機能していた役割を引受けることは困難であった。はまち養殖にあ

ってはほ貝養殖に比して資本を 同ーの所得をうるためにーはるかに多用

するO 母貝養殖は冥珠養殖と異なって資本を必要とすることのすくない産業で

あったから、実珠養摘は企業体や技術または資本をもっ潟、家の行なうもの、母

貝養殖は一般漁家の行なラものという分化があった。このような母貝養殖潟、家

すなわち一般漁家 にとってはまち養殖は、①資本調達能力において、

②危険負担能力において相当に荷が重すぎる漁業であった。したがってほ貝養

殖を全面的に止めはまち養殖に切替えたとしても切替についていける漁家は一

一金融の手当をなしてもなお 数戸のうちの 1戸であった。しかもはまち養

殖を潮流による天然浄化力の弱い内湾で村なうとなると、上記の「数戸に 1戸j

の着業でも そして養殖尾数を強度に統制しても 「過密養殖Jにおちい

りやすく、養殖成績の低下をひきおこすほか他の湾内養殖に対しても打撃を与

える場合が多かった。

以上.のように母貝養殖からの転換が行なわれた。このほか地元では生活でき

なくなったので出稼に出るとか、または〈都市の求人難を背景にして盛んに行

なわれた〉中・小下詩的製造工業の辺地への立地に対応してこれに就業すると

かいったブアクターが加えられた。このような一連の事情が母貝養殖を後退さ

せた。そのうえさらに決定的な母貝不足の因子となったのは近年における「採

苗不振Jである。採市の不振には様々の原因が指摘されているが、さきにあげ

た関博士の所論に従えば「秋から春へかけて蓄積されるグリコーゲンの量が連

年春先に低水温であったり飼育している貝が哀弱していたりして少量であり放

卵される卵の量が少ない」というプアクターがもっとも基本的であろう。とも

かく採出器をつけても「稚貝がとれない」状態、が現われた。採[17量が少ないた

め、母貝養殖は〈絶対的?と〉制限される O もともと採借地は三重県の;吉、摩度会

沿岸と愛媛県・高知県の四国西海岸にあり、このろちミ三重県の採白地はほとん

ど採市ができず、四国西海岸が今日では唯一の稚貝生産地となっているのであ

るがここでも採苗量は充分ではない。この四国西海岸の稚貝が全国に配給せら

れて母貝生産が行なわれているのであるが、稚貝採市量の絶対的不足は母貝養

殖を規制してほ貝供給量を〈絶対的に〉制限し、かつ以請には 1個1円程度で

あった稚貝を 5~10円に騰貴させもって母貝の生産原価を高からしめた。

このように母貝養殖業者の減少と稚貝購入費の騰貴に加えて前記した労働コ

ストの騰貴がある。その結果母貝の生産原価も騰貴すれば需要供給関係も
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第 1喜美
真珠(母貝〉養殖の推移

区 分 sH空空 …竺一望竺互-
! 経営体数 !経営体数 !浜揚げ量 (t)

昭和41年 7，065! 4，ω 118 

42 6，748 4，666 I 125 

43 5， 359 1 4， 606 I 112 

4，226 

3，635 i 

2，962 I 

44 5，026 

45 4， 039 

46 2，818 

97 

85 

49 

冥珠養殖の縮少以上に母

貝生産が縮少して一一一供

給不足となるに至った。

冥珠不況の最中には母貝

価格は〈上記の諸関係に

もかかわらず〉なお控え

目な価格であった。しか

し問手IJ46年から47年へか

けて真珠恐慌が漸ゃく終

束する見通しが固まって
(農林省第48次統計表〕

くるにおよんで母貝{間格

は〈先行して〉騰貴した。昭和47年度の母貝価格は一一一不況からの脱出がいま

だ前兆程度であるというのに…一貫建3，000円というレベノレに達した。

第 2表 以上「真珠に供用さ
真珠(母貝)養殖の分布

iほ貝養殖| 真珠養殖
区 分|一一一…一一一一一一一一一一一一

| 経営体数 |経営体数 !浜揚げ量 (t)

三重 14

和歌山

福 チド

王R 都

徳 島

香 JJI 

広 島

11r 口

愛 媛

大 分

高 知

佐 賀

1笹Z主主 崎

官民 本

鹿児島

計

10 

33 

8 

8 

0 

264 

280 

86 

66 

178 

21 i. 

18 

n

u

n

u

n

u

n

L

 

ー

12 

5 

2，818 49 

(農林省第48次統計表)

空， 962
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れる漁場が減じてし、くと

いう問題」 ・「養娘過程
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《
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における高繋死等歩留り

低下の問題」・「労働ゴ

ストが騰貴してきている

という問題」 ・「母貝調

達ゴストが急騰してきた

という問題」等が示して

いるところは何か。 Iコ

スト危機一環境破壊Jラ

インの業界の危機は決し

て不況過程のなかで解消

または緩和されたのでは

決してなく、真珠市況の

動きに目が奪われ、その

陰にかくわして目立たなか

ったが〈不況以前におけ

るよりもなお一層に〉深

化していたのである。
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第 3表 真珠輸出状況
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第 4喜美 三重県におけるほ貝価格の推移

ス証言-----!竺I4 2年 I4 3年 144年 45年 I4 6年 i
100占ム瓦 1，ム 675 1 ， 110 … 1~~-;;1 776 

101 - 120掛 1，377I 500 I 939 I 934 i 716 " 

121 - 150掛 709i 383 ! 791 I 855 i 671 

151 - 180掛 l 川 225I 674 i “o I533  I 

(昭和42ffから46年までは三重県漁連共畷実績価格)
昭和47年は愛媛県よりの購入価格の推定値 / 
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第 6表 不況下真珠(ほ貝〉養殖経営の様相(昭和46年度〕

区 分 ;真玉栄養殖母貝養殖; 備 考

tiIBo '@;j:li: ii山( 引っl
経営|就業労働力(人)1 3. 5 i 1. 1 常従以外は250日をもって 1人

の{施術数量(千貝)1 85 -

概況|浜揚商品真珠(匁)1 4，750 i -

、ほ貝販 売(貫)1 - 220 

i売 と(千円)1 3.530 I 

産出 I~ _'_ ~ ，，~ "" ， I 
高(年度内貝増減(グ)Iト)1，110日

1差引正味産出高(汐)1 山口 i

/稚・母貝及核仕入れ い) 745 

1 設備営繕 ・取替(グ )1 205 

支出〈互主席労働費(汐)1 401 

1:諸雑費 (1/)1 331 

、 計 (II ) I 1， 682 

33 I 

26 IJi主価償却はしない

10 

5 漁場料・賦課金等を含む
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筆者の 2~3 の調査例と農林省漁家経済調査結果からモデノレ的作成した。

直基本対策の方向

しからば真珠養殖業としての対策は如何。

景気回復が なお迂余曲折が見込まれるとはいえ 一応軌道にのりつつ

あるという認識の上に立って、生産調整・品質改善をはかつていくとともに、

いままで放置していた「コスト危機一環境破壊Jライシの諸困難を克服してい
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くこと、これが対策の基本でなければならない。

今後の真珠養殖業のあり方について、昭和47年 1月から 6月へかけて、国の

冥珠審議会は専門委員会を設して検討を行なわせ、同年8月「真珠養殖事業の

基本対策に関する意見」なる表題のもとに答申がえらわした。この答申の内容に

関連していささか個人的所見を述べてみたい。

「対策の基本方向」として答申は生産対策、流通対策、組織・金融対策の三

項を述べているが、もとよりそれぞれは切離して考えられるべき問題ではない。

答申では生産体制の反省を含む生産対策が諸対策の原点であるとしている。流

通商での対策も応急、的対症措置としてはとりあげるべき妙案がなく、生産者の

立場から生産価格をつらぬけるような販売姿勢の確立が先決であって、その意

味で生産対策が先行せざるをえない。組識・金融対策にしても同様であって、

生産者のあるべき姿に関するビジョシに即してたてられる必要がある。私もこ

の立場をとる O

(1 ) 真珠の生産体制

真珠養殖業の将来について第 1に留意されなければならないととは〈経済学

的な用語をもってすれば;Tf不確実性が大であるJという点であるO どの点が

不確実かといえば「どの程度の価格でどれ程の購買力が年々期待されるのか」

に関する知見である。もとよりジェトロ駐在員や輸出業者筋からの情報はある。

しかし哀珠に関する情報は定量的なものが極めてすくなし、。日く粗悪哀珠や過

度加工の莫珠が消費者の真珠イメイジを思くしている O もっとも重要な冥珠購

買層である中産階級上層の生活がスタグプレー乙/ヨシで脅かされている。消費

者は宝石イメイジをみたし、 Jかつネックレス 1 本100~200 ドノレ程度のものを欲

している等々。これに対し我国の生産者としては労働費の騰貴・歩留りの低下

などで生産原価は一一従って生産価格は一一著しく騰貴してきている。そこで

生産を縮少し供給量をすくなくするかわりに価格を引上げたい。もちろん「良

賀品を安く Jと要求する買手は切り捨てていく。その場合「どの棺度に稀少度

を高めればどれほどに価格を引上げうるか」または「どの程度に価格を引上げ

ればどれほどに買手はすくなくなるか」に関する見当はどのよラにもつことが

できるか。とういろ設問に答えられる定量的なマーケツテシグ・リサーチが殆

んどない。結局暗中模索、試行錯誤でこれを見究めていくほかはない。

暗中模索、試行錯誤でいかざるをえないとすれば すでに述べたよろに一

一信用のある品質を〈すくなくとも多すまないよラに〉控え目に生産し、その

かわりに生産価格を実現してしぺ、という生産体制をとらざるをえない。問題

はそのような生産体制とはどのような形態のものであろうか、である。二つの
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考え方があろう。

そのーはダイヤモンドの場合と同様に「独占体を構成し、独占の原理に徹し

て生産と販売を管理し、価格操作をなす」ことができるような生産体制である。

夕、イヤモシドの場合、セνノレ・ローズがド・ビアース社をはじめ中小ダイヤモ

シド鉱山会社を貿収し、乱堀を防止.し「中央販売機構」を確立するため「生産

の集中と寡占」をすすめ、後継者アーネスト・オツペンハイマーがそれを完成

させた。財閥ロスチヤイノレド家がその後だてとなっているo iアフリカの鉱山

地帯はオツペシハイマー・カシトリーだ」。翼珠においても初期には御木本幸

吉がこの体制を試みた。第二次大戦後にあっても大手一貫業者のなかにはこの

ような指向をもつものがなかったとはいえない。しかし翼珠の場合真珠養殖業

の発展過程は先進大手業者の寡占体制を打破する方向で展開してさたのであり、

資本による生産の集中と独占は「逆行」であるうえ「不可能」である。何より

も「民主主義日本はアフリカではない」。

そのこは様々な高級民芸品の生産の場合と同様に、小生産者が「微妙にして

繊細な技術」をもって民芸品的・芸術品的生産が行なっているような生産体制

である。真珠は鉱物性貴石類とは異なり、 「椎貝から母貝への育成Ji挿核」

「術前・術後の生理調節Ji養成漁場・仕ト潟、場の選定Ji沖出しの時期・移

殖の時期・養殖期間のとり方Ji養殖密度の決定J等々の技術が有機的関連性

をもって運用されてはじめて生産できるのであり、それ故に品質の良否は〈機

械的には判定できないような〉微妙性をもち生産者の個性を体現している。そ

れゆえに「職人気質」をもち量より質の「品質指向型の経営Jを営なむような

業者、手IJi関のJ極大を追求するよりも「消費者の信問を裏切ることは許されない

」と意識する業者、によって生産が担当されるといち生産体制が必要である。

あえて資本の力による独占または寡占体制を〈非民主主義的に〉構築しなくと

も、上記のような業者を生産の単位とする業界をつくれば、過当競争一過剰生

産一粗悪品の生産に走ることはない。それは民芸品的・芸術品的生産者の職業

倫理である。

以上二つの考え方のうちどちらが現実の日本の真珠養殖業にとって評価され

るべき考え方であろろか。いうまでもなく第一の示唆する方向は〈漁民にとっ

て〉のぞましくないし、それ以前に、不可能な方向である。不況の過程で大手

業者のなかには一一不動産その他の〈真珠関係以外の分野に〉蓄積されてあっ

た資本力をもって一一倒産・準倒産業者の漁場を買いとっていき亜流ローズ、

亜流オツペシハイマー的な動きをみせた者もなかったわけではない。しかし真

珠養殖の大勢は反対に小規模な富潟、家的生産者の地位を 相対的に一一一向上

- 21 ー



させた。不況を経て整躍された業者は中規模・大規模と目される業者のなかに

多かった。中・大規模の企業的業者は生産者というより商人といったほろがよ

いような体質をもっており、商人的な「利i聞のi短大Jを、従ってそれが利潤の

原因となるならばときには粗製品の濫造にもはしり、ときには生産費的観点か

ら最適と認められる状態をこえて無理な生産拡大をはかりさえするものが多か

った。財務的基礎も弱体であった。すべての企業的経営、すべての中・大規模

の業者がこのようであったというのではない。なかには「品質指向型Jの健全

経営もないわけでね、なかった。こういった経営に残されるべきであるが、今後

の真珠養殖業の主たる担い手として我々は企業的大規模経営を想定するべきで

はない。

反対に漁家的小規模経営もすべてが「職人気質」をもち量よりも質の経営を

行なってきたわけではないQ むしろ不況以前には「彼等のなかにこそ過密養殖

があり、充分に珠を巻かさない早期採取があり、従って粗製濫造がある」とす

る見方が強く、事実そのような傾向があったO 不況の経過のなかでそのような

傾向があった。不況の経過のなかでそのような航製濫造者は多く淘汰されたが、

だからといって現存のすべての漁家的経営が「品質指向型」の健全経営に一元

化されたわけではない。しかし、それにもかかわらず、あえて民主一品的・芸術

品的真珠を「職人気質」をもって生産し、市況に振まわされず生産適正量を

確保していく「主たる担い手」を求めるとすれば漁家的小規模経蛍のなかに求

めるほかはないように思われる。漁家的小規模経官にとどまっていた業者は不

況以前から「財務的に無理のない白己資本を主体に経営を営なむ者」が多く、

不況にjせする対応も家族労作経営であるため伸縮性があり、総合的に状況の変

化に対する適応力が大であった。哀珠養殖業は今後なお幾多の困難をのりこえ

ていかなければならないのであるが、この点適応力の高い潟、家的家族経営に

一一大規模の業者経営であっても健実な経営ならばすこしも差支えがないが

多くが期待される。貝を殺さない丁寧な管理を行なうにしても「やとわれ

洗民に命じて〈機械的に〉行なわせる」方式より「漁家的経営が家族の乎で〈

真珠貝の生育のリズムにあわせてまた真珠貝の活力にあわせて〉行なう」方式

の方が一般論としては適していよう。近年急進している人件費の騰貴に対して

も適応力があろう。

人件費の騰貴問題は今後の真珠養殖業がー →高緊死問題や採苗不振問題を解

決しえたとしても 取り組んでいかなければならないもっとも基本的な問題

である。

不況以前の真珠養殖業は特に 〈辺地の〉低い生活水準に対応した 低
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い人件費をうちに織りこんだ生産経済秩序をかたちづくっていたのであり、そ

のように真珠の価格が与えられてし、た。それゆえ「辺地における特殊低賃銀構

造Jが是正されはじめるや冥珠養殖業は生産構造の変化を不可避とする運命に

あったといえる。いわんやその主に国民経済の一般酌賃銀水準の上昇が重ね合

されるとあっては。不況以前にあってお、大規模の経営のなかにはー投千金的な

E利をえていたものがあったことはたしかである。しかしそれは特殊的な低賃

銀にもとずく利潤が 50人分あるいは 100人分集積されて巨利となっていたので

あって、低賃銀自身が是正されるや余棺?と価格が騰貴しなければ成立たなくな

る関係にある。これに対して漁家的小規模経営は、労働ゴストは家族の生活費

であり、不況以前には〈巨利こそえてはいなかったが労働力 1人あたり利潤の

額では中・大規模経営に劣っていたわけではなかった。今日的状況のもとでも

適正な価格脱震がありさえすれば経営は成立ち、人件費騰貴に対する:適応力は

明らかに大規模経営よりも大である。 費用的にも漁家的小規模経営のほうが一

般的に引締っている。

以上の諸点より今後の真珠養殖業のありかたとしては、漁、家的小規模経営を

主たる生産の担い手とし、〈職人気質をもって微妙にして繊細な技術を行使す

ることによって市場性をうるところの〉民芸品的・芸術品的生産を行なう生産

体制がのぞましい。もとより現状の漁家的小規模経営をそのままよしとするも

のではない。また中・大規模の企業的経営もそのまま不可とするものではない。

潟、家的小規模経営は〈以前にはともすればそうであった~I思慮のない会漁家

的手Ij己主義」から脱却する必要があるし、中・大規模経営にあっても「信内の

ある良質品の生産を控えに行ない投機的に走らず、地元の漁民・漁業・漁協と

の協調を良好に行1なラ経営」ならば積極的に評価されのこされるべきであるO

協同組合的にそラいラ生産者に仕 J~ げていく必要がある。

(rr )漁業制度

調記の生産体制を単なる希望に終らせないためには翼珠養殖に関連する漁業

制度が改正されなければならない。漁業制度問題の基本は①現行制度のもとで

は真珠養殖業が沿岸漁業一般から孤立しているだけでなく対立さえしており沿

岸水域の漁場保全と漁場の有効な立体的利用と矛盾する面があるといろとと、

②真珠養殖業と母貝養殖業を制度と別扱いしなければならない意味がなくなっ

てきていること、③真珠養殖業内部においても先進経験者優先の免許は特権授

権的色彩が強いほか、あとから真珠養殖の仲間入りをした者にとっては手狭で

あって、これが過密養殖や関の貸借などの原因となる等の矛盾の多いこと、等

にある。また現行の哀珠養殖区画漁業権一 真珠養殖業をj百岸漁業一般と別扱
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いにしている………の立法趣旨であったところの@輸出重視の立場からみた真珠

養殖業の特別視、⑥輸出品の信用保持の立場からする経験者(先進企業)の保

護(免許の優先)等はその後20年の経過をへてその有意味性を失ないつつある。

改正の方向については〈答申にも書かれているとおり?>r地区漁協による管

理漁業権J(特定区画漁業権)への移行である。いうまでもなく現在沿岸水域は

一般にータトからの汚染、例えば過度の富栄養による水界内生物生態系の

混乱やBOD過剰jあるいは有害物質の流入等、にさらされており、防止は当該

水域の沿岸漁業関係者の結束した防止への要求によってはじめて可能となる。

さらに漁業界内部の自己汚染が問題である。真珠養殖や母貝養殖の内部ですら

天然の浄化力以上の貝の排j世物があるときは底質の悪化(老朽漁場化)をもた

らす。さらにはまちなと、魚類養殖が水界のなかに割込んでくると漁場の自己汚

染は著しいものとなる。のりやかきあるいじ、ひおうぎ貝の養殖も何等かの生態

系の撹乱要因となるであろう。こういった漁業界内部の自己汚染は「水利用共

同Jの関係にある「水域一円の漁業者」が相互協調の立場から水域の総合生産

力を長期にわたって保全するvステムを確立していく以外に防止の方法がない。

地先漁場の利用配分に関する統制権は上級統制権を府県行政が保持しつつも下

級統制権は地区漁協がもっている。現行の冥珠養殖区画漁業権は経営者が直接

行政から授与され、そのかぎりで特別の保護が与えられてはいるが、これとて

権利設定のときには共同漁業権者(地区漁協)との協調が前提になっており、

地区漁協の地先漁場利用配分に対する下級統制権の「例外」とする措置ではな

かった答である O ともかく大局的な漁場保全は急務であり、この急務を前にし

て地区漁協と真珠養殖業者が漁業権を根拠にいがみ合っていたのでは問題にな

らない。

もとより真珠養殖業者の生産基盤(漁場)を「単に奪う」ものであってはな

らず、漁協もまた漁場支配権を根拠にして不当な「地代的利益を狙う」もので

あってはならない。開般的な立場から漁場の使用を〈環境保全と漁場生産性の

立場から〉運用することが確保されるべきである。また偏狭な地元主義や共同

:体的一様主義・平等主義が 無反省に もちこまれてはならない。 真珠

養殖業は経営者の技術・管理・財務の能力にあわせて経営されるべき高度の養

殖漁業であり、業者聞の規模の差はむしろ「あって当然」なのである。さらに

また企業的大経営が一水域を哀珠養殖のため独り使用するということさえ、そ

れが地元漁村も同意する良好な使用形態、ならば、当然認められてよし、。要する

に「既得権益」といった思想、あるいは「漁場私物視jの思想、 「資本による

掠民支配」といった思想、を払拭した民主主義的に「水界利用共|口jにある関係

- 24-



者が用途を定め環境保全をはかるJといラ思想に立つものであればよい。従っ

て制度改革は〈必らずしも〉区画漁業権の漁協への明け渡しでなくともよし、

ただ「漁場保全」と「のぞましい生産体制の確立」のために漁場利用上の統制

機能、上級統制機と下級統制機がうまくかみ合いつつ作動する「体制jJをつく

る必要性を指摘するのみである。

しかし摩擦の多い改革は必らずしものぞましくない。事業の漁場的基盤が〈

ぐらぐら動く〉ような事態は明らかに避けるべきである。漁場的には安心して

養殖ができる体制の確保は絶対に必要である。それ故必要以上の動揺は与える

べきでない。また漁業権制度の法律成文の変更は一連の体制変更が農地制度か

ら漁業制度へまたがって行なわれるときの「その一こまJとして行なわれる場

合でなければ容易に符なわれちるものではない。 I地区漁協による管型漁業権

への移行」が〈形態としては〉最終的な落ち若き先であろラが、それは近年内

とはいかない。すくなくとも昭和38年の漁業権の切替には間に合わない。その

後10か年は現行法の適用をラけることになる。だからといって漁業制度を

前記の方向で 運用することは「まさに急務」なのである。現行法のなかで

も「できる」ことは多々ある筈である。例えば次の如lしO

① 現在すでに経営の縮少または廃業によって実質的に使用されていない掠

場については無条件の権利更新が認められるべきでない。残った小規模の養殖

業者のなかで〈権利がないために〉依然として部分密殖を続けている者があるc

彼等には漁場のゆったりとした利用が与えられるべきである。

② 現在行なわれている真珠・母貝・はまち・のり等の養殖漁場の分割配置

は できうるかさfり 漁場保全の立場を留意して、矛盾した立地配置のあ

るところけ、とり除くよラ再配分を行なろべきである Q とくにはまち養殖との間

には漁場交換等による隔離の措置がのぞましい。

@ 真珠養殖と母貝養殖の両漁業権は単に名目 1-，のものとなされるべきであ

るQ 実質的に両者を区分して運用するべき根拠はなくなっているのであるから、

また向者の分業は技術論的にも不適当なところがあるのであるから、真珠養殖

の免許で稚貝養殖をやってよく母貝養殖の免51rで施術貝の養殖をやってもよい、

となすべきである。

④ 芳:益地代的な利益分 他よりも良い漁場だという理由で発生している

利益の部分 は水界利用共同の関係にある関係漁協が「漁場の共同保全資金

」として徴集されてよいのではないか。これを耕転や稚貝採苗場の確保、ある

いは外からの水質汚染防止運動の資金として利用していくとして。

- 25ー



( ]1) 生産指導上の要点

前記の「実珠の生産体制J r漁業制度」と関連して生寂指導が適正に行な

われる必要がある。もとより哀珠養殖り、微妙な技術的・経営的要領が経営体の

諸条件にJ.Wし〈個性的に〉多稲多様に組合わせられて行なわれるところに特性

がある。経営者個々人の画一的にはいえないよラな「技術的・経営的な腕」に

よるところが大である O だから生産指導といってもできることは多くない。集

団的に行なわれるべきことがらのみが生産指導の対象となる。それは大きくい

って次の 2つの分野で、ある。

1. 哀珠生産の立地配置

哀珠養殖業でも「適地適産の原則Jはあてはまる O 水温に恵まれ、漁場的に

余裕があって充分な「真珠貝の栄養の蓄積Jができるような条件にあるところ

は「巻き」の点で大殊養殖に過していよラ。これに反し水温的にも養殖の限界

帯であり、その一方養殖業者の数が多く密殖傾向のもとで翼珠貝が飼料欠乏の

状態、におかれているようなところは珠の生産サイズとしては小珠・厄l珠養殖に

適していよう。

過度に単純に割切ることはできないが、珠の品質や歩減りの程度から〈養殖

に多年次を必要とし、巻きの)享みも大なるものを要するところの〉大珠養殖は

一 f信言用のおける良質質.品を{作乍つていカかミなければならないという 「頁虞A珠産業に課

せらた絶対的:要安請」もあつて それiにピ適した滞漁、場であるし、は資;本ド力のある業

者で

を多くするとか、資材や母貝を節約してもちい、実珠1匁の原{簡をできうる限

り低く圧えこむところに経営の要点がある。でないと小珠・ j豆珠養殖に宿命的

ともいえる「施予Hj1万民からとれる:真珠の匁数がすくない」・「実殊 1匁の生

産に所要される労働日の数が多い」といラ関係に耐えることができない。これ

らの難点の克服は低水温や密殖に悩みながら高度の熟練と経験で不況をのりき

ってきた業者でなければできがたかろう。

もとより翼珠養殖では生産される珠の「サイズ」と「照りJ. r色」につい

て同一経営が単一の製品だけを生産することが試みられるのは稀である。様々

なタイプの養殖過程がとり合わせられる複合経営である場合が多い。複合経営

であるところに哀珠養殖経営の妙味があるのである。だから真珠生産の立地配

置を「分業原則」や「産地分担原理」でもって確立するといっても複合経営の

否定といったふうにとられるべきではない。しかし複合のなかにも重点のおき

どころk差があり、その重点に関して産地の〈自然な〉分化がありラる。
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産地の分化はすでにこれまでの冥殊養殖業の努展過程のなかでもたらされて

いる。現在あるがままの珠生産の産地分化のなかに「産地分化の延性」といっ

たものが込められているといってよい。しかし現状の生産配置には「歪み」が

あるO 歪みは主として大きなサイズの珠の養殖の諸条件がないのに〈ゴスト圧

を罪、国として〉それを行っているところにある。 5棚以下の珠しか養殖するの

は無理である 巻きの厚みや提死率などの Jえから 6~7脚の養殖をやっても

①奨死率で許容ができる範囲内では簿巻珠しかえられず、②充分な巻きを与え

るほどの養殖期聞をとれば奨死率が高すぎてあまりにも高ゴストとなる と

いろ条件下で 6~7酬の珠の養殖が行なわれて簿巻や高い艶死率が嘆かれてい

るといった場合がある。同様のことが 6~7 酬の珠の養殖の条件しかないとこ

ろで 7~8仰の珠の養殖を行なっている場合、 7~8捌の珠の養殖条件しかな

いところで 8~9酬の珠の養殖を行なっている場合にもいえるO 歪みは全国的

に点検すれば室るところにみられる。不況の経過において是正をみた面もある

が、 「どろいろ珠をどこで生産するか」が混乱したままになっているO

ころいった立地配置の「歪み」をなくし、自然的・経済的な「比較有利性の

原理」にもとずいた地域生産分担の態勢を確立するための指導を提唱する。そ

のメリットは、各地域ごとに生産者が話し合い、生産に計画性をもち、内部で

は相互練磨的な競争を行なうが過当競争にはおちいらないといろ態勢の確立で

ある。真珠養殖業の今後は各サイズの珠の「生産価格の実現」と「品質の保持

」をはかつていくことにかかっているが、このためには「地域聞に責任の押し

つけ合いJがあってはならず「粗製濫造的な方向に走れば直ちに白からの地域

生産者集団の損失となる」といった構造にする必要がある。生産分扱の推進の

ためには、各地域で標準的な経営類型を策定して生産者の経営構成や操業計画

の参考に資する措置が必要であろろ。

2. 翼珠生産技術の再検討

莫珠養殖の技術については筆者には諮る資格はないかも知れなし、。しかしエ

ゴノミストとしての視角から次のことを提言したい。第ーに「生物学的な大学

・試験場の研究成果」と「生産者の経験的に積とげた技術Jとの交流であるO

両者の交流が密接であることは近代の産業としては当然のことであるが、この

点真珠養殖業は一一第1次産業一般がそろであるように一一おくれている。試

験研究機関の成果の発表があまりにもアカグミズムに力点、をおくものであり、

示された技術的可能性を生産者とくに科学的文献に不馴れな小生産者が自らの

経営のなかで「どこをどのように生かすか」がわからないところにあった。生

産者の側でも「経験者の技術jが無批判に採用せられ、そのうえに自己流の工
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犬を重ねるやり方の技術で満足しているきらいがあった。生産者の切迫した問

題意識と科学者の原理的な問題を解決しようとする意識との間に喰い違いがあ

った。この喰い違いの溝をうめることが急務である。

真珠養殖を行なっている生産者が技術についてとくに配意すべきは次の点で

ある。養殖の技術は使用する海の性質と結合して構成されるととはいラまでも

ない。一定の技術は漁場の一定の状態と対応しているO 漁場の性質に応じて養

殖の方式に差があったことは当然であり、とのことは生産者もよく知っている。

しかし漁場の性質の不均質性は空間的に地域差として存在しているだけでなく、

時代の経過と共に生じてくる存在でもある。自然の与える様々な可能性は一定

不変ではない。水道堀抜きとか防波柵とかの土地改良的手段をこうじなくと

も、漁場は年々変っていく。年々の変化はグローパノレにおこる水温の変異ある

いは降雨量の変異 一一これらは確率的に起ることが期待されるべき変異であっ

て、それにもとずく損失の可能性を経済学的に「危険」という… だけではな

い。 I危険」に対する対策は①操業計画を「惑い状態Jでも凌いでしげるよう

にたてる②積立金を大幅に留保して保険対策をとる等によって持っととができ、

心ある業者はそうしている。問題は「危険」だけでは割切れない「不確実性」

である。@一般的な海洋の富栄養化にともなラ水界内の生物生態型・食物連鎖

の変化、⑪薬物等の流入による汚染、。過密養殖あるいははまち養殖などによ

る漁場性質の変化等々は〈充分に〉予見することがでまないQ それどころか数

か年前と現在とを比較して漁場の性質がどのように変ったかが〈充分に〉わか

らない。こラいった不確実性がある。したがって従前には「一定の養殖の方法

で」一定の確率的危験を留しながらも「一定の養殖成績Jがえられたとしても、

それは今日では通用しない、まして明年には一層通用ない、ことが大いにあり

うるという認識が重要なのである。

現在生産者が逢若している採i官不振にしても高い奨死率にしても例年の低水

温 ーといった〈ついていない〉状態 すなわち危険の現われの部分として

だけでは割切れないものがあるであろろ。 j毎がかわったからだとみなければな

らない部分も相当にあろう。漁場の性質の変化に対応して養殖の方法を変えて

いかなければならない。その一つのヒシトが先に記した関博士の「貝の生活代

謝や栄養の蓄積状態に応じた飼育法」である。研究者はアカデミズムの域のな

かに閉じこもらずに「変化せる漁場に対応した飼育技術上のうつべき予」をヒ

ントとして提言し、可能性を示唆しなければならない。生産者は経験と勘とそ

して決断をもって養殖の方法を不断に〈模索的に〉変えていかなければならな

い。
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(町) 涜遇のための諸対策

真珠の場合、流通は①母貝の取引②罪、珠の取引@加工芸珠(パラ珠と連)の

取引④細工された哀珠アクセサリーの取引⑤翼珠アクセナリーの小売の 5段階

がある。それぞれの段階でいずれも流通秩序村、長い不況の過程で混乱しそのま

まになっている。不況以前にあっても流通過程は〈とくに多くの〉問題をかか

えており、改善の必要があったのだが、それずら混迷してしまったのである。

しかしその一方で④どん底から這い kがろうとする意欲と⑪新しい流通体制を

目指して従胡からあった意欲が結合して「流通経路と価格形成の新秩序」が生

じようとしている気運もある。 混乱した状態を新しい気運の方向で再健するこ

とが流通のための諸対策となる。

まず‘大きな構造改革の必要性が次のごとく提案される。

(1)母貝養殖と翼珠養殖が社会的に分業化させられるべき根拠は簿弱となって

おり、その反問母貝の生注量と価格の不安定が双方の経営を圧迫している。こ

のため母貝の流通・売買を広範に認めながらも母貝養殖業と真珠養殖業の区分

は廃止する。同時に、稚貝の生産・配給体制の確立をはかる。

(2)真珠養殖と加工卸売とは「分離」することが強く要請される状態が生じて

いる。その理由

@哀珠の「公正な価格」を生産者(原珠流通)段階で確立しようとする場合、

買手である有力加工卸売業者が養殖部門を 直営または別会社形態で 持

っていることが最大の阻害要因となっている。

@冥珠産業の病弊ともいうべき「協同の統制ができず、私的な系列的統制の

みが意識されて、相互に過当競争を演ずる」といラ構造は養殖と、加工卸売部

門の分離によって有効に解体させることができる。

の加工卸売業者の経営努力が販売に向けられず自給自足的方向に強化される

場合があるが、これは不況の「しわ」を養殖業者に強く転嫁する機構を与えて

し、る。

それ故に加工卸売業者の養殖兼営は原則として認めないものとすることが望

ましい。反対に養殖業者の行なう商業的な加工卸売は原珠の販路拡大に役立っ

ており認められて差支えがない。

しかし上記のような構造改革は漁業権制度とも関連し すでに述べたよろ

に ただちにとはいかない。できることからやっていくべきであろラ。基本

的なところは専門委員会の答申に記されてあるとおりである。日く、 「冥珠価

格の安定を実現するには、まず浜揚珠価格の安定を図ることが基本であり、そ

れは多数の漁家的経営を生産の中心的にない手とする真珠の生産構造から、要.
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珠養殖業者を構成員とする系統団体による共販事業の強化によってこれを進め

なければならないJ。 浜揚珠の組合共販は古くから行なわれしていたが、共販と

はいいながら不充分なところがあまりにも多かった。この点を改めていくとこ

ろから始めるべきである。

不況以前の浜揚珠の共販といえば全冥連の共販制度であったが その実態

はIに述べたよラに j三米あるべぎ協同組合共販とはいえないものがあったc

全翼連を「通す」という形式的な共販にすぎない面があった。もっとも全翼連

共販制度が単なる名目的なものであったというのではない。全冥速が農林中金

から流通資金を大量に借入れて大規模な手形割引を行なったことは充分に意味

があった。 1阜すぎたぺースの成長」のため浜揚珠の賀子側も売手側も〈資金

繰りにおいて〉余硲がなかった。売手すなわち生産者代珠の販売とともに運転

資金の借入先に一応返済(みせ金)をなし、次期の資金 それ限前年度より

も多額 を借りうける予段をこラじなければならなかったのである。その時

買手側から〈資金的余裕がないというただそれだけの理由でもって〉不当な「

賀たたきJをうける可能性があった。すくなくとも買手側が売手をめぐって充

分な競争をしてくれない可能性があった。これを防止する役割は果したのであ

る。そういう意味で浜揚珠の建イ症を多少なり支持したのであるが、その反面生

産者側が生産価格(生産費十適度の利潤 z 公正な価格)を協同組合的結束を手

段として実現せんとする「本来の共販Jにもっていこうとする努力は不充分で

あったO 不況に突入してからというものは流通秩序が果しなく乱れていったこ

とはすでに Iにおいて述べた。

だが不況の「どん底」のなかで哀面白な生産者達によって何とか 1;本来の

共目!むに一歩でも近づけようとする努力が生じてきている。珠が過剰で買手市

場のもとにあるときは「本来の共販」は行ないがたい。裏側で「正直物が損を

する」ことがおこるからである。しかし珠の生産が〈落ちるところまで落ち〉

絶対的に稀少な状態にまで至った状況下では生)烹者が結束して共販を目指し「

生産価格の笑現を指向すること」はそれなりの効果をもつことができるよラに

なる。買手側が購買計画をみたすためにに団結した生成者集団の珠も必要 一

往々にして彼等の浜拐珠は質的にもよい であって買わないわけにはいかな

い故に。売手市場のもとにおいて生産者の共版活動は〈生産者側が「良質ェ公

正な生産価格」を目指すという但し書きのもとで〉成功する可能性がある。

このように浜揚珠の流通において協同組合による「本来の共販」を進める土

壌がようやくできかかってきているO この点を徹底的に押しすすめるのが当面

の莫珠流通対策の基本であるo 1本来の共販」への接近村、①共販集荷量を価格
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形成の主導性をもつことができうるほどに高める、@共販目標価格を設定し、

その価格は公正な生産価格とする いラまでもなく各系統協同組合が協議の

うえ決定・公表する 、@共販目標価格の実現を確保するためには調整保管

(緩衝夜庫)政策や生産計画の実施を行なう、④組合委託販売の割合を高める、

⑥愛媛県漁連が実施しているような管理販売方式 入札会出品にあたって「

引き」を認めず、最終販売価格があらかじめ設定しておいた指示価格以下にな

ったときは、組合員全員からの拠出金で差額を補てんする 、等々の仕方が

あろラ。

原珠の取引において「生産価格貫徹の態勢」を構築することが基本で、他の

取引は〈できうる限り;?>I安定イじをはかる」ことが眼目となる。母貝の取引は

白家生産への移行があったとしてもなお広くのこされる流通部分について

極端な年次価格変動を避ける工夫をしなければならない。二つの方向があ

る。①原珠市場における浜揚珠の価格水準にスライドした指示価格(indicative

price)制をとり、契約生産体制を確立する。②豊作と不作に対てしは豊作時の

廃棄分量割当・不約二時の施術計画比例割合配給等の措置をこうじていく。いず

れにしても母貝供給者と需要者の間で協同組合原理にたった「相互援助・相互

保護の立場」が醸成されなければならない。

浜揚珠が加工され「連やばら珠」として流通していく過程は困難が大きい。

加工業者は生産者というより「商人」としての色彩が強い。製造業でなく卸売

商(問屋)が流通機能のーっとして〈選別・格付・混合・品揃えと併わせて〉

加工を行なっているといラ形態のものである Q しかも真珠といラ評価に主観性

の強い商品を 投機的動機も大しにもって 扱う「商人」である。彼等に「

生産者が村なうタイプの流通の協同組合的統制」を期待することは無理である。

そのうえ貿易場担では消費地系卸売商がほぼ完全なイニνアテイブを握ってお

り、彼等のパイヤ一、彼等の在日エーゼントが日本の加工・輸出業者よりも取

引上優位にたっているQ すくなくとも日本の加工・輸出業は営業(販売)にお

いて「攻撃型」ではない。本来ならば大手業者をはじめ加工輸出業者に「臼本

の真珠産業の営業担当部門として外に 真珠産業の外側で 生産者の生産

価格を実現していく役割Jが果されればそれにすぎることはない。しかし前記

の理由からそれを期待することは困難で、それゆえにこそ浜揚珠の販売段階で

一一 さきに述べたごとく一一…強力な共販体制が必要なのである。もとより輸出

取引をすこしでも「秩ある流通体制J Corderly market)の方向へできるだけ

もっていくこと肉、のぞましい。販売V シジケートの形成といった抜本的変革は

のぞめないまでも、せっかく輸出水産業組合が結成され一一有名無実化してい
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るとはいえ 組織だけはのこされているのであるから、この組識を再検討し

輸出検査制度と連絡して「海外市場における声価」の回復のための役割を果さ

せる必要がある。

このほか2専門委員会は次の 2点を指摘しているが、全く同意見である 0

0輸出検査における検査基準の引上げ、

今次不況の一要因として、近年の品質の低下傾向に対する海外業者の警戒が

指摘されているが、海外市場における日本産主珠の戸価の維持のためには、輸

出検査における現行検査基準を引とげる必要がある。特に、耐久性の之しい薄

巻き珠および加工過度実珠の胡!除がその重点である。

0海外宣伝卒業の強化

わが国独自の輸出商品で、ある豆珠の需要の確保、拡大を図るうえで、海外!宣

伝事業がきわめて重要であることはいろまでもない。しかるに、現行率業は、

業界のこれに対する意識も弱く、そのための財源も少額に過ぎることは否定で

さない事実である。真珠養殖事業の安定的発肢を期すためには、本事業が飛躍

的に強化されなければならない。具体的には、業界として本事業の強化に必要

な財源の分担、徴集について冥負IJに検討するとともに、ネ:事業に対する財政援

助の強化が望まれる。

(V) 組織・金融対策

冥珠に関係する団体は多い。①全真連一一真珠漁協、②潟、連一漁協、③真珠輸

出・加工協組、④真珠輸出組合、⑥日本実珠事業者協会、⑥日本冥珠小売!占協

会、⑦三重県真珠協同組合連合会、⑥日本車珠買取会社、⑨全国翼珠製核工業

組合、@日本哀珠仲買協同組合、⑪日本哀珠輸出水産業組合、⑫全国王立:珠養殖

調整連一翼珠養殖調整組合、⑬日本真珠振興会。小型の産業としては1::記だけ

からみても団体が多すまる。さらに大手加工卸売業者・輸出商社・中小加工卸

売業者小売業者・真珠養殖業者・母貝養殖業者等々相互間に私的系例がある(

あった)。 むしろ「産業組織」としてはこのほうが本流であった。団体はこれ

ら私的系列の否定を目指して設立されたものではなく、別途に様々な共通の利

害に即して設立されたものであり、私的系列と団体系統との聞の関連にも問題

があった。

私的系列と団体系統の二重構造をどのように反省的に受けとめ、団体系統の

あるべきF姿をどう方向づけるか、という点に組織対策の要点があろうかと思ラ。

結論を述べれば次のごとくである。

{ 1) 団体が本来の目的を倭小化してしまっている状態を改善する必要がある。

とくに重要なのは生産者の協同組合組織であろう。全翼連一真珠漁協系統組織
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の基本問題はおおざっぱに次の如くである Q もともと浜揚原珠の共販団体とし

て発足した答のこの組織が「販売問題を私的系列によって骨投きにされたJ結

果として様々なタイプの養殖業者の「運転資金を外部から供給をラける機関」

に転化されてしまったO しかも金融機関としても「貸付組合」的な性格と「貯

蓄組合J的性格とのパラシスとれておらず、 「貸付組合」的に一方に偏ってい

た。さらに「貸付組合としても指導性または債権保全措置が充分でなく欠陥が

あった。(1I)において述べたよラに専門漁協である真珠漁協の基本的な任務は

「生産価格を償う公正な価格を実現しうる諸条件の確立」であったにもかかわ

らず「放慢な金融」で生産面から恐慌を誘導してしまった。そしてこのよラに

なったのは業界有力者が協同組合活動を〈単なる〉便宜の手段に倭小化してし

まった」からだといえる。ここに反省のポイシトがおかれるべきである。ある

べき姿としては、イ.技術・経営と産地分担において、また漁場保全運動におい

て、また生産価格を実現するパックとしての「夜業の歩行調繋J(ぺース・メイ

キシグ)において、指導性をもっ間体となること、ロ.生産価格の実現のため

販売(共販)対策 ー既述一ーと金融対策(それ故金融対策の基本は生産者が

資本的に弱体であるという理由によって買手によって不当に買いたたかれある

いは賀子に従属的な位置におかれる点を防止するといラ発想に立脚するもので

なければならない)の関連性を適正に保ちつつ運用される団体に脱皮すること

である。

(2) 上記においていま一つの生産者の協同組合組織で、ある漁連一地区漁協系

の組織に注目する必要がある。

漁連一地区潟、協系の生産者組織り:愛媛県において発展させられてきてし、るが、

この組織の方が生産者の協同組合としては「本来の姿」を確保している。 指導

性とくに歩行調整において、共版態勢のもたれ方において。愛媛県ではまず外

から入植した真珠養殖業者に対し原料母貝の生産漁民を漁連一地区漁協の組織

が生産と販売を指導・統制し、その後彼等のなかから真珠養殖を行なうものが

でてきたが組織はこれを手欣さず〈全哀連一翼珠漁協系の組織とは対抗的に〉

自ら;巽珠の生産と販売をも指導・統制してきた。そこには生産者に着業後日が

あさかったためか、 「商業主義的傾向」に走ることもすくなしそれを反映し

て組織に 一生産者団体として当然もたれるべき 莫面白さがあった。

しかし真珠養殖の業界団体の主流はあくまで全哀連一真珠漁協系の組織であ

るQ この現実を無視することはでさない。さらに真珠養殖業者が経営規模にお

いて一様的でなく、少数の大規模から多数の小規模へとピラミツド状の階層構

造をもっ現実もまた無視することができない。この階層構造と「漁連一地区漁
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協系の組織がともすれば陥りやすい偏狭な村単位の利害意識や共同体的平等主

義(忠平等主義)Jとは矛盾がある。結局において莫珠の生産者組織の方向は

①究極においては 真珠生産の中心的担い手が漁家的小規模経営となろうと

いう点から 全国-元的な系統組織の確立が目指されるべきであるが、当面

は②全真連一真珠漁協系の組織に共同組合の本来もつべき指導性と共販態勢を

強化して体質改善をはかつていくこと(このため別働団体となっている真珠養

殖調整組合および同連合会……現在では有名無実化している の組織のもつ

権限を駆使して問的の実現に資することも考えられよう)、 ⑥漁連一地区漁協

系の組織は一一大局的見地から、とくに今後の母貝養殖と}l;:{珠養殖との分立解

消の展望に立って 全真連系統組織と協調し〈自らは地域主義や悪平等主義

を克服しつつ〉生産者系統組織体質改善のプロモーターとなることを目指すこ

と、にのぞみを託すべきであろラ。

全真連一真珠漁協系の組織の場合にとくにいえることであるが、積年の不況

は〈組合員だけでなく〉組合白体にも強く傷手を与えている点が注意さわしなけ

ればならない。全真連に品うっては昭和42~43年の調整保管が組合経営の財務ぺ

ースを狂わせた。保管仮払金受領者から利子の入金が渋骨し、最近になって保

管冥珠の処分に関し明るい展望が開かれてくるまでというものは「全真連は保

管莫珠をかかえて倒れるのではないか」という観測すらもあった。経常収支に

おいても莫珠生産量の縮減とともに、全翼連で行なわれる入札会に出品された

り示談会で取引されたりする真珠の量も減じた結果、収入が激減し機構の経営

が成り立たなくなり大々的な人員殺理が行なわれた。莫珠漁協にあっては主と

して農林中央金庫からの転貸融資事業によって経営が成り立っていたのである

が、貸付先に経営不振・倒産が続出して資金繰りに悩まされるということにな

った。また不況の進行とともに事業量が縮少したため珪常収支の規模の縮少を

余儀なくされ、赤字経営に陥る組合が多かった。もっとも重大であったのは、

農林中金に対する真珠漁協の債務の反対側にある転貸先に対するイ責権が 貸

付先の経営不振または倒産を原因として 不良債権化または回定化してしま

ったことである。すなわち組合自身も〈生産者と同様に〉過大債務を抱えこん

で身動きできない状態に陥ってしまったQ

こういった状態では先k述べた組織の体質改善はおぼつかない。組合の再建

整備と体質改善を同時に進めていかなければならないところに「難問」がある。

それ故組合負債の整理については行政庁および関係金融機関の適切な指導が、

指導事業や共版事業の強化については国や関係府県の援助が期待される。しか

し難聞を解くかぎのーっとして最近よラゃく実を結ぶ見通しができてきたとこ
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ろの「調整保管珠が予想外の高値で処分することができる可能性」がある。売

上金からすでに支払った仮払金や利子あるいは保険金を控除した残額、すなわ

ち「処分益」は、正常な状態ならば保管拠出者に対して「利用分量配当」され

るのが筋である Q しかし全額をそろするよりも一定割合を組合の再建(不良債号

機整理)に充当すーるといちことも検討せられるべきであろう。

以上生産者団体につき組織対策を述べたが、加工・流通(仲買) ・貿易・小

売についても団体問題は山積みしている。これらは商人の団体であって生産者

とは性格を異にする。しかし中・小商人の協同組合として①民主化と②組織一

元化一一看板は別であっても内実は同じというふうに一 をすすめる必要ーがあ

るであろう。入札会組織も一本化して連や加工ばら珠の「公正な建値機関」と

して機能しうるようにもっていくべきであろう。

真珠産業の氾織問題は一言にしていえば「私的系列の重みを減じ替って団体

系統の重みを増しつつ、間体系統を単純化し、全体として指導体制・生産価格

貫徹体制を確立する」といラことである。金融はそして財政上の援助と行政上

の規制はその手段となる Q 各段階各機能別の諸団体を総合調整する機関として

は、専門委員会の答申にもあるように、 「既存の日本異珠振興会や全漁連指導

部を吸収した最高指導機関Jを民主的につくるべぎであろラ。

金融問題にうつろう。

金融問題が組織問題と併わせて問題にされてきたゆえんは団体が「金融を外

部から引出す機関」であり、できうる限り「それ以上でもそれ以下でもない状

態に保っておこう」とされてきた沿革からである。金融といっても市中銀行・

相互銀行・信用金庫等からの融資は業者個々が〈個別的に他産業の業者一般と

同様に〉うけており、そこでは物的担保・人的保証がゴマーも/ヤノレ・ベースに

おいて設定されて行なわれてし、る。これらは組織問題と関連しないし、また今

日的状況のもとでは対策の対象にならない。不況を乗り切り金融機関の信用を

つないでいる業者もあるし、その反面金融機関の信用を失ない担保物権をとり

あげられたり保証人に迷惑をかけた者もある。混乱がおこり、整理がすすめら

れ、借入残高が縮減した、というだけで充分であろう。問題は農林中央金庫・

府県信用漁連・商工中央金庫・農林漁業金融公庫等の余裕金を原資とし、葉珠

漁協1・地底漁協を窓口としてあるいは金庫自らが直貸して行なわわした協同組合

金融である。

真珠養殖業の展開に対して金融の果した役割はおおざっぱにいって次の 3段

階がある。①昭和30年代の中一未葉までは業界金融は主として前記市中金融機

関からの融資によっていた。当時の斯業の状態では「発展の制限因子」のもつ
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とも重要なものは「資本の不足」であった。市中金融機関融資だけでは資本が

不足し、これが発展の成長のプレーキとなっていたのである。②昭和30年代の

中一未葉から協同組合資金が大量に注入される。組合金融と商業金融両立の段

階である。組合金融は前記のブレーキ因子の打開(高度成民と過当競争の展開)

といラ積極的役割を示し、数かま三を経ずして過剰産恐慌への突入の一因

どこに誤りがあったかはあとで述べる一ーとなった。@不況に突入したH珂'1142

~43年以降今日までは市中金融機関が融資を徹収していくなかで組合金融が運

転資金の補給を維持し、あるいは調整保管珠のブアイナシス幸子続けぬき、金融

面から斯業が全面崩壊に陥ることを防衛したO

ーと記の②は協同組合金融に対ーする反省の根本を呈するものであり、③は今日

の哀珠養殖金融の解決をせまられている問題点を示している。 昭和30年代中一

未葉から昭和42年の不況突入に至るまでの組合金融に誤まりがあったとすれば

どの点、か。業界としては資本不足のため例えば「歩積両立ての率において特に

不利な扱いをラける」とか、あるいは「日歩4-5銭といった高利の資金を用い

る」とかしていたのであり、農林中金は第1次設業内における協同渦合的相互

主義の立場から一 余俗金のi間沢化も背景にあって ん業界の要求に応じたま

でのことである。この点{可の問題もなかった。ただ業界側の組合金融に対する

処理において問題があった。業界は組合資金受入れのため衰珠漁協をつくった。

そして転貸融資を行なった。このこと自身にも問題はない。ただこのよラな融

資(協同組合金融)は市中金融機関に比して物的担保や人的保証において厳格

でない。この点を他の側面が補わなければならない。それは次のような協同組

合金融に対するアイノレランド人の格言「協同組合金融の特性は単に信用の便利

性あるいは底庇性にのみあるのではなく、資金運mの安全性と教育性を配慮し

た信用でなければならないというところにある」が物語っている。協同組合的

相互駿視と経営に対する指導、とくに歩行調整との配慮がなされること、とい

った集団責任感と自己規律が組合金融の甘さを補充するべきなのである。この

点、の自覚が衰珠漁協に之しかった。 J尽くいえば組合を道具視した。全主連や農

林中金の指導も充分でなかった。そこに反省されるべぎ間違いがあった。

上

処理問題は別途に存存也毛在Eしている。水産庁漁政部の調査によれば昭和45年末の真

珠養殖業に対する貸出残高は組合金融の部分、農林中金182億円・信漁連17億

円・商工中金17億円・計 217億円(公庫資金を原資とする部分もすこし含む)

に対し市中金融の部分 104億円である。今日の実態は明らかでないが組合金融

が全体で150億円程度市中金融が 50億円程度と察せられる。農林中金主体の組
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合資金に大部分の運転資本を依存するよラになっている。他方生産額は最盛期

には400憶円(正味付加価憤額で、は200億円程度)であったのに対し昭和45年度

には180億円(正味付加価値額でね'80億円程度)、昭和46年度には吏に減少して

生産額100億円(正味付加価値額50億円程度)におちてきている。 RTHu47年度

には生)1とは一層減少したが価格において大幅な改善をみたため生産額150億円

(正味付加価値額100億円程度) と目算される。上記より負債過大であること

は瞭然であろラ。

この生産の規模に比して過大な負憤、とくに組合系統の負債をどラ処理して

いくかが大問題である。負債整盟に妙案はなく、整型~t iít11;をたてて地道に遂行

していくほかはない。その場合頼みの綱は、①価格の回復→騰貴基調がしばら

く続くことであり、②イシプレーνヨシによる通貨価値の下落である。しかし

これだけでは充分でない。例えば次のような対策が勇断されることを期待した

い。冥珠漁協転貸の債務3，000万円以上の者は農林中金直貸に切替える。その

場合今円までの経営成果を判定し「不良経営で債務過大な者」とその他を選別

する。前者については来押え・不動産処分等を行なってもできfうる限りの返済

を求める。 債務3，000万円以下の者には真珠漁協内部の問題として同様の惜置

を真珠漁協にこうじさせる。このように節分けされ残された者については規模

に応じ適当に設定された基準額以上の負債額に対し……農林漁業金融公庫の「

経営安定資金」に類する 長期低利資金に借替させる。低利化のためには財

政援助を求める。
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編集後記

0長い不況から漸ゃく脱却の兆が見え始め、

一区切りする意味から過去な反省し、新し

い第一歩とするため、浦城先生に“問題点

と基本対策"についてお願い致しました。漁業権の更新時期にあ

たり、基本から考え直し、子々孫々に誇りをもって伝えることの

できる事業としたいものです。

0 “真珠業界号"も畏い:長い不況トシネノレから漸ゃく抜けかかった

と思ったら、稚貝不足という長さもわからないトシネノレに入りつ

つあります。今迄考えてもみなかった漁場で天然採出が試みられ

一方人工探出についても試験研究機関で実施され、又その中間的

な半天然・半人口的な採苛まで試みられ業界あげて採苛と取り組

んで、いますが、海況の汚染、養殖管理方法の変化、母長の絶対量

不足が影響しての稚貝不足をまたしているのでしょう。

0編集子も稚貝問題で色々勉強して感じたことでありますが、この

期におよんで初心に帰って総ての技術面を復習する必要はないで

しょうか。

。どんなことでも結構ですからふるって御寄稿下さい。
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